
国立大学法人東京学芸大学学生納付金規則の一部改正（案）について 

 

    改正理由：東京学芸大学大学院教育学研究科特別研究学生交流規程（平成７年規程第９号）第 13条第 1項第 2号及び東京学芸大学大学院連合 

        学校教育学研究科特別研究学生交流規程（平成 9 年規程第 23号）第 14条第 1項第 3号に基づき，特別研究学生の授業料の額を本規則 

        に定めるものである。（平成 19年６月６日役員会審議・承認） 

改    正（案） 現    行 

別表１（第２条第２項関係） 

区    分 授 業 料 入 学 料 検 定 料 

学 部 

年額     

535,800円 282,000 円 17,000円 

大学院 535,800円 282,000 円 30,000円 

特別支援教育特別専攻科 273,900円 58,400 円 16,500円 

附属高等学校 115,200円 56,400 円 9,800円 

附属国際中等教育学校の後期課程 115,200円 ――― ――― 

附属特別支援学校の高等部 4,800円 2,000円 2,500円 

附属特別支援学校の幼稚部 3,600円 1,200円 ――― 

附属幼稚園 73,200円 31,300 円 1,600円 

附属小学校 ――― ――― 3,300円 

附属中学校 ――― ――― 5,000円 

附属国際中等教育学校の前期課程 ――― ――― 5,000円 

附属特別支援学校の小学部 ――― ――― 1,000円 

附属特別支援学校の中学部 ――― ――― 1,500円 

学部の転入学及び再入学 ――― ――― 30,000円 

研究生 
月額 

84,600 円 9,800円 
29,700円 

特別研究学生 
月額 

――― ――― 
29,700円 

科目等履修生 
１単位     

14,800円 28,200 円 9,800円 

附 則 

 この規則は，平成 19年６月７日から施行する。 

別表１（第２条第２項関係） 

 区    分 授 業 料 入 学 料 検 定 料 

学 部 

年額     

535,800円 282,000 円 17,000円 

大学院 535,800円 282,000 円 30,000円 

特別支援教育特別専攻科 273,900円 58,400 円 16,500円 

附属高等学校 115,200円 56,400 円 9,800円 

附属国際中等教育学校の後期課程 115,200円 ――― ――― 

附属特別支援学校の高等部 4,800円 2,000円 2,500円 

附属特別支援学校の幼稚部 3,600円 1,200円 ――― 

附属幼稚園 73,200円 31,300 円 1,600円 

附属小学校 ――― ――― 3,300円 

附属中学校 ――― ――― 5,000円 

附属国際中等教育学校の前期課程 ――― ――― 5,000円 

附属特別支援学校の小学部 ――― ――― 1,000円 

附属特別支援学校の中学部 ――― ――― 1,500円 

学部の転入学及び再入学 ――― ――― 30,000円 

研究生 
月額 

84,600 円 9,800円 
29,700円 

科目等履修生 
１単位     

14,800円 28,200 円 9,800円 
 

 


